
 

広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金令和８年度募集要領 

 

広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金は、県及び中国電力グループで構成する「ひろしま再

生可能エネルギー推進有限責任事業組合」が設置・運営するメガソーラー発電所の売電収益を活用

した補助金です。地域の方が利用する身近な施設において、省エネ機器（省エネ型空調システム・

木質バイオマス熱利用設備）、創エネ・蓄エネ機器（太陽光発電システム・木質バイオマス・エネル

ギー管理システム・蓄電池）を設置し、施設利用者等に温暖化対策活動を促す事業を募集します。 

 

 

１　目的 

　　地域の方が利用する身近な施設の創エネ活用及び省エネルギー化を図り、地域や家庭での温暖

化対策の取組を推進することを目的とします。 

　　省エネ機器（省エネ型空調システム・木質バイオマス熱利用設備）、創エネ・蓄エネ機器（太陽

光発電システム・薪ストーブ・ペレットストーブ・木質バイオマス・エネルギー管理システム・

蓄電池）を設置する事業への補助を実施します。 

 

２　補助対象者及び施設 

次の施設（以下「幼稚園等」という。）を設置する地方自治体及び法人格を有する者 

（１）幼稚園 

（２）認定こども園 

（３）保育所 

（４）地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業、家庭的保育事業を除く） 

（５）認可外保育施設指導監督基準を満たした企業主導型保育施設（ただし、定員の４分の 

　　１程度を地域枠として開放しているものに限る） 

 

３　補助対象事業 

　　前記の補助対象者が所有する幼稚園等に、次に掲げる設備（中古品は対象外）を設置（新増設

又は更新）するものとします。ただし、国及びその他の補助を受けていないものに限ります。 

　　なお、設備導入事業の完了後、導入した設備を用いた温暖化対策等をテーマとする環境学習を

実施してください。 

（１）省エネ型空調システム 

　　　トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100％以上）省エネ型エアコンとする。 

　（２）木質バイオマス熱利用設備及び創エネ機器（木質バイオマス） 

　　　　木質バイオマスで発生した熱を活用する設備（床暖房等）及び木質バイオマス等を用いて

エネルギーを創り出す機器（木質バイオマスボイラー）とする。 

　（３）創エネ機器（太陽光発電システム）及びエネルギー管理システム 

　　　　ア　太陽光発電システム 

自家消費（余剰売電）を目的とするものとする。 

イ　エネルギー管理システム 

次の項目を、少なくとも１時間ごとに計測及び保存できるシステムを構築し、表示装

置（40インチ以上のサイズで、園児への環境教育に活用できるもの）で表示する性能を

持つものとする。但し、各設備の仕様上、電気使用量の計測や表示が困難な場合は、県

へ相談のうえ、代替措置（例：計測器の設置、シミュレーションによる概算、代替モニ

ター等による掲示等）を検討すること。 

 



(ｱ)　施設全体の電気使用量 

(ｲ)　エアコンの電気使用量 

(ｳ)太陽光発電システムの発電量 

（４）創エネ機器（薪ストーブ・ペレットストーブ） 

　　　　木質バイオマス等を用いてエネルギーを創り出す機器（薪ストーブ・ペレットストーブ）

とする。 

（５）蓄電池 

　　　蓄電容量１kWh以上で、太陽光発電システムからの充電が可能なものとする。 

 

４　補助対象経費 

　（１）設　備　費：省エネ機器（省エネ型空調システム、木質バイオマス熱利用設備）、創エネ機

器（太陽光発電システム、木質バイオマス）、エネルギー管理システム及び蓄

電池の買入に要する費用 

　（２）設置工事費：省エネ機器や創エネ機器等の設置工事の施工に直接必要な機械器具、雑材及

び据置費用等 

　（３）運 搬 費 等：設備等の運搬費等 

 

５　申請受付期間　　　令和８年４月６日～令和８年12月 18日まで（先着順に受け付け、申し込

みが予算額に達した時点で終了します。） 

 

６　工事実施期間　　　交付決定日から令和９年 1月 29 日まで（期間内に工事を完了する見込み

のない場合は、申請することができません。） 

 

７　補助率　　　　１/２以内 

 

８　補助上限額　　 

※1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

※消費税等は補助対象経費から除外して、補助金交付申請額を算定してください。 

ただし、10の例外に掲げる補助事業者は除きます。 

 

９　補助対象外となる経費 

次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはなりません。 

① 仕入控除税額※１ 

② 支出の際に生じる振込手数料 

③ 交付決定前に発注や契約を締結した経費 

④ 交付決定前に支出済の経費 

 導入する設備 補助金上限額

 １ 省エネ型エアコン＋木質バイオマス（ボイラー等）＋木質バイオマス熱利用設備 700万円

 ２ 省エネ型エアコン＋太陽光発電システム＋エネルギー管理システム 600万円

 ３ 省エネ型エアコン＋太陽光発電システム＋エネルギー管理システム＋蓄電池 700万円

 ４ 省エネ型エアコン＋木質バイオマス（薪ストーブ・ペレットストーブ） 600万円

 ５ 蓄電池（過去に当該補助金を活用して太陽光発電システムを設置している場合に限る） 100万円



⑤ 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類（見積書、発注書※２、契約書※３、仕様書、

納品書、請求書、振込関係書類、領収書等）が不備の経費 

 

（※１）仕入控除税額 

　　　補助事業を実施する者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助

事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、

この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相

当額については、原則として、あらかじめ補助対象経費から減額しておくこととしていま

す。この消費税及び地方消費税相当額を「仕入控除税額」といいます。 

（※２）発注書 

　　　見積書をもとに、物件の発注等を社内決定し、書面は整理・保管すること。 

（※３）契約書 

　　　１発注金額が「50万円以上」の工事発注や物品を購入する場合には、契約書を取り交わす

こと。ただし、「50万円以上、150 万円未満」の物件に関しては、請書など簡易なものに代

えてもよい。 

 

10　消費税等の取扱い 

【原則】  

消費税等は、補助対象となりません。 

 

補助金交付決定額に消費税等が含まれている場合、補助事業の完了後、補助金に係る消費税等仕

入控除税額の確定に伴う仕入控除税額確定報告書の提出を求めることになります。これは、補助事

業者が、消費税等の確定申告時に、仕入税額控除した消費税等相当額のうち補助金充当額について

報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入税額控除とした消費税等相当額のうち補助

金充当額が滞留することを防止するため、規定されています。 

しかしながら、上記の報告は、補助金精算後の確定申告に基づく事後報告となるため、失念等に

よる報告漏れや煩雑な事務手続回避の観点から、原則、申請の段階から、消費税等は補助対象経費

としないこととします。 

 

【例外】  

ただし、次に掲げる代表事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあるため、消 

費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を算定できるものとします。 

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

② 免税事業者である補助事業者 

③ 簡易課税事業者である補助事業者 

④ 消費税法別表第３に掲げる法人の補助事業者 

⑤ 国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選　　　　 

択する補助事業者 

 

11　提出書類 

　　提出書類は，（１）～（３）をそれぞれ１部提出してください。 

　（１）創エネ・省エネ設備導入促進補助金交付申請書（様式第１号） 

　（２）事業計画書（別紙様式１－１、別表） 

　（３）添付書類 

ア　設備を導入する施設の概要がわかる書類（パンフレット等） 



イ　工事図面（計画平面図等） 

ウ　太陽光パネル架台計画図（太陽光パネルを設置する場合に限る） 

エ　工事費見積書（２社以上） 

オ　各設備の仕様書（カタログ等） 

 

12　提出方法 

持参又は郵送 

　※持参の場合は、募集期間中の業務時間内（土日祝日を除く 8：30～12：00又は 13：00～ 

17：15）に提出してください。 

 

13　提出先及び問合せ先 

　　郵便番号：730－8511 

　住　　所：広島市中区基町10－52 

　　　　　　　広島県環境県民局環境政策課　ネット・ゼロカーボン社会推進グループ 

　　電　　話：082－513－2912（ダイヤルイン） 

　　Ｆ Ａ Ｘ：082－227－4815 

Ｅ－mail：kankansei@pref.hiroshima.lg.jp 

※ お問い合わせは業務時間内（土日祝日を除く8：30～12：00 又は 13：00～17：15）にお願 

いします。 

 

14　審査・決定 

　（１）県が決定します。 

　（２）申請書の提出後、必要に応じ、追加資料の提出、申請内容の修正等の対応をお願いするこ

とがあります。 

　（３）決定した事業について、実施方法、額等について条件を付す場合があります。 

　（４）県の判断により、一部減額の上で、決定となる場合があります。 

 

15　実績報告 

事業終了後、速やかに補助事業実績報告書（様式第５号）を提出していただきます。 

 

16　情報公開 

　　申請の状況、事業報告等の概要を、県のホームページ等により広く紹介させていただきます。 

 

17　その他 

　（１）提出いただいた書類等は、返却いたしません。 

　（２）申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。 

　（３）提出された書類に虚偽又は不正があった場合、その他申請者及び関係者に不法又は不正な

行為があった場合、申請を無効とします。


